
債務整理事件処理に関する指針

（平成２１年７月１７日理事会議決）

（目的）

第１条 当連合会は、債務整理事件処理の目的が債務者の経済的更生にあることにかんが

み、債務整理事件を受任する弁護士による不適切な事件処理を防止するため、債務整理

事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項を示すことを目的として、こ

の指針を定める。

（定義）

第２条 本指針において 「債務整理事件」とは、金融業者に対して債務を負担する者か、

ら受任する任意整理事件（過払金返還請求をする場合を含む 、破産申立事件、民事再。）

生申立事件、特定調停申立事件及びこれに類する事件をいう。

（配慮すべき事項）

第３条 弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、

次に掲げるとおりとする。

(1) 直接面談の原則

債務整理事件を受任するに際しては、次に掲げる場合等特段の事情のある場合を除

き、弁護士が委任者である債務者（以下「債務者」という ）と直接面談を行い、債。

務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理につ

いての見通し等を説明するものとすること。

ア 従前から債務者と面識があり、すでに信頼関係が構築されている等直接面談を行

った上で受任する必要性が乏しいと認められる場合

イ 直接面談を行っていない保証人（連帯保証人を含む ）からの依頼を、主たる債。

務者とともに受け、かつ、債権者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある

等直接面談を行う前に受任する必要性及び相当性が認められる場合

ウ 債務者が離島等交通手段が限られる地域に居住する等の事情があり、かつ、債権

者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直接面談を行う前に受任する

必要性及び相当性が認められる場合

(2) 依頼の趣旨の尊重

ア 債務整理事件を受任するに際しては 「家を残したい 「民事法律扶助制度を利用、 」

したい」等の債務者の意向を十分に考慮するものとすること。

イ 債務者の意向に添う処理が困難な場合には、債務者の理解を得られるよう丁寧に

説明を行うものとすること。

ウ 丁寧に説明を行っても債務者の理解が得られず、債務者の意向に添った処理を行

う場合には、そのような情況をふまえて、(4)に規定する「リスクの告知」を行う

ものとすること。

(3) 過払金返還請求事件を受任する際の原則

ア 弁護士は過払金返還請求事件を受任するに際しては、債務者の他の債務の存否を

正確に聴取すること。

イ 債務者が他に債務を有していることを認識しながら、合理的理由なく、当該他の



債務の整理を行わず、過払金返還請求事件のみを受任する等の処理を行わないもの

とすること。

(4) リスクの告知

債務整理事件を受任するに際しては、債務者に対し、選択した手続及び処理方法並

びにそれらに関して予測される次に掲げる事項その他の不利益を十分説明すること。

ア 破産を選択した場合に法律等に定められた資格制限があること

イ 信用情報機関に事故登録される可能性があること

ウ 不動産の所有権を失う可能性があること

(5) 報告

破産手続開始決定申立事件、民事再生手続開始決定申立事件等においては、速やか

に、裁判所から送達された決定書等の原本または写しを債務者に交付し、任意整理事

件（過払金請求事件を含む ）においては、取引履歴の開示、和解成立等の報告を行。

う等事件処理の進行状況に関する報告を適宜行うものとし、特に、過払金の返還を受

けた場合は、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議するものとすること。

附 則

この指針は、平成２１年７月１７日から施行する。


